
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

ソフトウェア借上

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月29日

シーメンス株式会
社

東京都品川区大崎
１丁目１１番１号

6011001043766

本契約の履行に当たっては、
Simcenter 3Dを貸付可能な体制を有
することが必要であり、上記を資格要
件として公募を実施した結果、応募者
が該当１者のみであるため。（根拠の
法令：会計法第２９条の３第４項）

2,397,450 2,397,450 100.00% 8010

フローノイズシミュレータ
等に係る保守管理業務
の支援作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月3日

ジャパン　マリンユ
ナイテッド株式会社

神奈川県横浜市西
区みなとみらい４－
４－２

8020001076641

当初競争入札の結果落札者がなく、
再度の入札を実施したが再度落札者
がなかっため最も予定価格に近い会
社と随意契約に移行し、商議を実施し
た結果１回目に予定価格に達した（会
計法第２９条の３第1項、予算決算及
び会計令第９９条の２）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

1,331,000 ― 9082

シミュレーション装置の
機能付加

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月21日

日本電気株式会社

東京都港区芝５丁
目７番１号

7010401022916

本契約の履行に当たっては、「シミュ
レーション装置」に係る製造技術、水
中音波伝播モデル及び水測予察器に
ついての専門知識、技術が必要不可
欠であり、上記を資格要件として公募
を実施した結果、応募者が該当１者の
みであるため。（根拠の法令：会計法
第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

7,766,000 ― 9088

パッシブソノブイシステ
ム向け新規信号処理の
シミュレーション解析の
ための支援作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月24日

沖電気工業株式会
社

東京都港区虎ノ門
１丁目７番１２号

7010401006126

本契約の履行に当たっては、パッシブ
ソノブイシステムの信号処理の構造、
設計、製造及び運用に関する専門的
知識を有していることが必要不可欠で
あり、上記を資格要件として公募を実
施した結果、応募者が該当１者のみで
あるため。（根拠の法令：会計法第２９
条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

3,575,000 ― 9089

付紙様式第4

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号

高速水槽曳引車制御部
及びブレーキ装置のうち
ブレーキ装置の点検整
備及び高速水槽曳引車
制御部及びブレーキ装
置のうちブレーキ装置の
うち空気圧縮装置の交
換作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月1日

ナブテスコサービス
株式会社

東京都品川区東五
反田２－１０－２

9010701007284

本契約の履行に当たっては、「高速水
槽曳引車制御部及びブレーキ装置の
うちブレーキ装置」及び「高速水槽曳
引車制御部及びブレーキ装置のうち
空気圧縮装置」に係る製造技術及び
点検整備に関する専門的知識、技術
を有していることが必要不可欠であ
り、上記を資格要件として公募を実施
した結果、応募者が該当１者のみであ
るため。（根拠の法令：会計法第２９条
の３第４項）

22,524,700 22,000,000 97.67% 9514

高速水槽造波装置の点
検整備

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月13日

三井造船特機エン
ジニアリング株式会
社

岡山県玉野市玉３
－１－１

9010001038591

本契約の履行に当たっては、「高速水
槽造波装置」に係る製造技術及び点
検整備に関する専門的知識、技術を
有していることが必要不可欠であり、
上記を資格要件として公募を実施した
結果、応募者が該当１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

3,646,500 3,630,000 99.55% 9515

光音響センサ計測装置
（陸上部）のうちＤＡＩ-Ａ２
改の設計

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月13日

沖電気工業株式会
社

東京都港区虎ノ門
１丁目７番１２号

7010401006126

本契約の履行に当たっては、光音響
センサ計測装置（陸上部)の機能性能
及び構造に関する知識及び技術を有
していることが必要不可欠であり、上
記を資格要件として公募を実施した結
果、応募者が該当１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

4,345,000 ― 9516

高速水槽曳引車制御部
の点検整備及び配電盤
の改修

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月28日

協同電気株式会社

神奈川県横浜市中
区日本大通５３番
地

3020001026048

本契約の履行に当たっては、「高速水
槽曳引車制御部及びブレーキ装置の
うち曳引車制御装置」及び「高速水槽
曳引車並びに電源装置（その1）本体
等」に係る製造技術及び点検整備に
関する専門的知識、技術を有している
ことが必要不可欠であり、上記を資格
要件として公募を実施した結果、応募
者が該当１者のみであるため。（根拠
の法令：会計法第２９条の３第４項）

6,688,000 6,193,000 92.60% 9517



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号

水槽試験模型
（M.No.735）の改修部品
の製造

１式

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月9日

三菱重工業株式会
社

東京都千代田区丸
の内３－２－３

8010401050387

将来水陸両用技術の研究試作（海上
高速航行能力向上技術）（その２）と水
槽試験用模型（M.No.735）及び
（M.No.736）に係る製造技術に関する
専門知識及び技術を有していることが
必要不可欠であり、上記を資格要件と
して公募を実施した結果、応募者が該
当１者のみであるため。（根拠の法令：
会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

14,925,900 ― 22013

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験のた
めの整備場設営撤収・
整備用器材連接確認役
務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月7日

三菱重工業株式会
社代理株式会社ヨ
ネイ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

本契約の履行に当たっては、静粛型
動力装置搭載魚雷（その2）のうち試作
魚雷（その2）及び試験装置の構造、機
能、性能及び運用に関する専門的知
識を有していることが必要不可欠であ
り、上記を資格要件として公募を実施
した結果、応募者が該当１者のみであ
るため。（根拠の法令：会計法第２９条
の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

8,217,000 ― 25010

発射きょう設置・取り外
し等役務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月14日

三菱重工業株式会
社代理株式会社ヨ
ネイ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

本契約の履行に当たっては、静粛型
動力装置搭載魚雷（その２）のうち試
験装置のうち発射用器材のうち台船
発射用器材（静粛型）のうち発射きょ
う、静粛型動力装置搭載魚雷（その２）
のうち試験装置のうち発射用器材のう
ち台船発射用器材（静粛型）のうち発
射きょう装てん台車及び静粛型動力装
置搭載魚雷（その２）のうち試験装置
のうち解析評価器材のうち放射雑音
計測装置のうち放射雑音計測装置附
属品のうち、静粛型動力装置搭載魚
雷（その２）のうち試験装置のうち解析
評価器材のうち放射雑音計測装置の
うち放射雑音計測装置附属品のうちＧ
ＰＳコンパス空中線、静粛型動力装置
搭載魚雷（その２）のうち試験装置のう
ち解析評価器材のうち放射雑音計測
装置のうち放射雑音計測装置附属品
のうち送信機空中線及び静粛型動力
装置搭載魚雷（その２）のうち試験装
置のうち解析評価器材のうち放射雑
音計測装置のうち放射雑音計測装置
附属品のうち受信機空中線の設計、
製造に関する知識及び技術を有して
いることが必要不可欠であり、上記を
資格要件として公募を実施した結果、
応募者が該当１者のみであるため。
（根拠の法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

7,953,000 ― 25012



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験のた
めの技術支援（１）（その
２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月14日

三菱重工業株式会
社代理株式会社ヨ
ネイ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

本契約の履行に当たっては、「静粛型
動力装置搭載魚雷（その２）」及び「８９
式魚雷」の機能・性能に関する知識及
び技術が不可欠であり、研究試作の
試作契約での成果を継承し、当該調
達に必要となる技術又は知識等を有し
ていることが必要不可欠であり、本契
約への新規参入者を募る公示を常続
的に行っているところ、当該公示への
応募者が該者１者のみであるため。
（根拠の法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

62,568,000 ― 25013

流体雑音低減型潜水艦
船型の性能確認試験
（操縦性試験）の準備等
役務作業（その２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月21日

川崎重工業株式会
社

兵庫県神戸市中央
区東川崎町３－１
－１

1140001005719

本契約の履行に当たっては、自走試
験模型（M.No.731)の機能、性能に関
する知識及び技術を有していることが
必要不可欠であり、、上記を資格要件
として公募を実施した結果、応募者が
該当１者のみであるため。（根拠の法
令：会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

10,082,600 ― 25014

流体雑音低減型潜水艦
船型の性能確認試験
（操縦性試験）のための
技術支援（その２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月29日

川崎重工業株式会
社

兵庫県神戸市中央
区東川崎町３－１
－１

1140001005719

本契約の履行に当たっては、自走試
験模型（M.No.731)の機能、性能に関
する知識及び技術を有していることが
必要不可欠であり、、上記を資格要件
として公募を実施した結果、応募者が
該当１者のみであるため。（根拠の法
令：会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

3,606,900 ― 25015

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験のた
めの技術支援（１）（その
１）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年9月29日

三菱重工業株式会
社代理株式会社ヨ
ネイ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

本契約の履行に当たっては、「静粛型
動力装置搭載魚雷（その２）」の機能・
性能に関する知識及び技術が不可欠
であり、研究試作の試作契約での成
果を継承し、当該調達に必要となる技
術又は知識等を有していることが必要
不可欠であり、本契約への新規参入
者を募る公示を常続的に行っていると
ころ、当該公示への応募者が該者１者
のみであるため。（根拠の法令：会計
法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定

価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表

しない。

5,797,000 ― 25016

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

※　公益法人の区分については、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は、｢特例社団法人」をいう。


